
号

外

六�
平

成
三
十
年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

医
療
整
備
課
・
医
療
福
祉
連
携
推
進
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

障
害
福
祉
課)

五

○
岐
阜
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
〇

規

則

岐
阜
県
地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
五
号

岐
阜
県
地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
細
則(

平
成
二
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
七
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

総
務
省
令
第
五
十
一
号｣

の
下
に｢

。
以
下｢

省
令｣

と
い
う
。｣

を
加
え
る
。

第
六
条
及
び
第
七
条
を
削
り
、
第
五
条
を
第
七
条
と
し
、
第
四
条
第
三
号
中｢(

法
第
二
十
五
条
第

一
項
に
規
定
す
る
中
期
目
標
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)｣

を
削
り
、
同
条
を
第
六
条
と
し
、
第
三
条
を
第

五
条
と
す
る
。

第
二
条
第
三
号
中｢

地
方
独
立
行
政
法
人(

以
下｢

法
人｣

と
い
う
。)｣

を｢

法
人｣

に
改
め
、
同

条
を
第
四
条
と
し
、
第
一
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(

監
査
報
告
の
作
成)

第
二
条

法
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
規
則
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

監
事
は
、
そ
の
職
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
者
と
の
意
思
疎
通
を
図
り
、
情
報

の
収
集
及
び
監
査
の
環
境
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
役
員(

監

事
を
除
く
。
第
一
号
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。)

は
、
監
事
の
職
務
の
遂
行
の
た
め
の
必
要
な

体
制
の
整
備
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

地
方
独
立
行
政
法
人(

以
下｢

法
人｣

と
い
う
。)

の
役
員
及
び
職
員
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翌
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一

事
業
年
度
に

お
け
る
業
務
の

実
績
及
び
当
該

実
績
に
つ
い
て

自
ら
評
価
を
行
っ

た
結
果
を
明
ら

か
に
し
た
報
告

書

当
該
事
業

年
度
に
係

る
年
度
計

画
に
定
め

た
項
目

１

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績(

当
該
項
目
が

法
第
二
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も

の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
同
項

第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事

項
を
明
ら
か
に
し
た
も
の)

イ

中
期
計
画
及
び
年
度
計
画
の
実
施
状
況

ロ

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
運
営
の
状
況

二

中
期
目
標
の

期
間
の
終
了
時

に
見
込
ま
れ
る

中
期
目
標
の
期

間
に
お
け
る
業

務
の
実
績
及
び

当
該
実
績
に
つ

い
て
自
ら
評
価

を
行
っ
た
結
果

を
明
ら
か
に
す

る
報
告
書

中
期
計
画

に
定
め
た

項
目

１

中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
に
見
込
ま
れ
る
中
期
目
標

の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績(

当
該
項
目
が
法
第
二
十

五
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
同
項
第
三
号
か

ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら

か
に
し
た
も
の)

イ

中
期
目
標
及
び
中
期
計
画
の
実
施
状
況

ロ

当
該
期
間
に
お
け
る
業
務
運
営
の
状
況

ハ

当
該
項
目
に
係
る
指
標
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
指

標
及
び
当
該
期
間
に
お
け
る
毎
年
度
の
当
該
指
標
の
数

値
ニ

当
該
期
間
に
お
け
る
毎
年
度
の
当
該
項
目
に
係
る
財

務
情
報
及
び
人
員
に
関
す
る
情
報

２

前
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
績
に
つ
い
て
法
人
が
評
価
を

行
っ
た
結
果(

次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
も
の)

(

当
該
項
目
が
法
第
二
十
五
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五

号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

イ

評
定
及
び
当
該
評
定
を
付
し
た
理
由

ロ

業
務
運
営
上
の
課
題
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当

該
課
題
及
び
当
該
課
題
に
対
す
る
改
善
方
策

ハ

当
該
項
目
に
係
る
指
標
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
指

標
及
び
当
該
事
業
年
度
の
属
す
る
中
期
目
標
の
期
間
に

お
け
る
当
該
事
業
年
度
以
前
の
毎
年
度
の
当
該
指
標
の

数
値

ニ

当
該
事
業
年
度
の
属
す
る
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け

る
当
該
事
業
年
度
以
前
の
毎
年
度
の
当
該
項
目
に
係
る

財
務
情
報
及
び
人
員
に
関
す
る
情
報

２

前
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
績
に
つ
い
て
法
人
が
評
価
を

行
っ
た
結
果(

次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
も
の)

(

当
該
項
目
が
法
第
二
十
五
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五

号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

イ

評
定
及
び
当
該
評
定
を
付
し
た
理
由

ロ

業
務
運
営
上
の
課
題
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当

該
課
題
及
び
当
該
課
題
に
対
す
る
改
善
方
策

ハ

過
去
の
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
改
善
方
策
の
う
ち
そ

の
実
施
が
完
了
し
た
旨
の
記
載
が
な
い
も
の
が
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
実
施
状
況

二

そ
の
他
監
事
が
適
切
に
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
意
思
疎
通
を
図
る
べ
き
者

３

前
項
の
規
定
は
、
監
事
が
公
正
不
偏
の
態
度
及
び
独
立
の
立
場
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

る
お
そ
れ
の
あ
る
関
係
の
創
設
及
び
維
持
を
認
め
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

４

監
事
は
、
そ
の
職
務
の
遂
行
に
当
た
り
、
必
要
に
応
じ
、
他
の
監
事
と
の
意
思
疎
通
及
び
情
報
の

交
換
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

監
査
報
告
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

監
事
の
監
査
の
方
法
及
び
そ
の
内
容

二

法
人
の
業
務
が
、
法
令
等
に
従
っ
て
適
正
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
及
び
中
期
目
標(

法

第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
期
目
標
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
着
実
な
達
成
に
向
け
効

果
的
か
つ
効
率
的
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
意
見

三

法
人
の
役
員
の
職
務
の
遂
行
が
法
令
等
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
そ
の
他
法

人
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備
及
び
運
用
に
つ
い
て
の
意
見

四

法
人
の
役
員
の
職
務
の
遂
行
に
関
し
、
不
正
の
行
為
又
は
法
令
等
に
違
反
す
る
重
大
な
事
実
が

あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実

五

監
査
の
た
め
必
要
な
調
査
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

六

監
査
報
告
を
作
成
し
た
日

(

監
事
の
調
査
の
対
象
と
な
る
書
類)

第
三
条

法
第
十
三
条
第
六
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
省
令
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
に
基

づ
き
知
事
に
提
出
す
る
書
類
と
す
る
。

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

業
務
の
実
績
等
の
報
告
書
の
記
載
事
項)

第
八
条

法
第
二
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
報
告
書
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
報
告
書

の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

事
業
年
度
に

お
け
る
業
務
の

実
績
及
び
当
該

実
績
に
つ
い
て

自
ら
評
価
を
行
っ

た
結
果
を
明
ら

か
に
し
た
報
告

三

中
期
目
標
の

期
間
に
お
け
る

業
務
の
実
績
及

び
当
該
実
績
に

つ
い
て
自
ら
評

価
を
行
っ
た
結

果
を
明
ら
か
に

す
る
報
告
書

当
該
事
業

年
度
に
係

る
年
度
計

画
に
定
め

た
項
目

中
期
計
画

に
定
め
た

項
目

１

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績(

当
該
項
目
が

法
第
二
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も

の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
同
項

第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事

項
を
明
ら
か
に
し
た
も
の)

イ

中
期
計
画
及
び
年
度
計
画
の
実
施
状
況

１

中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績(

当
該
項
目

が
法
第
二
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る

も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
同

項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る

事
項
を
明
ら
か
に
し
た
も
の)

イ

中
期
目
標
及
び
中
期
計
画
の
実
施
状
況

ロ

当
該
期
間
に
お
け
る
業
務
運
営
の
状
況

ハ

当
該
項
目
に
係
る
指
標
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
指

標
及
び
当
該
期
間
に
お
け
る
毎
年
度
の
当
該
指
標
の
数

値
ニ

当
該
期
間
に
お
け
る
毎
年
度
の
当
該
項
目
に
係
る
財

務
情
報
及
び
人
員
に
関
す
る
情
報

２

前
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
績
に
つ
い
て
法
人
が
評
価
を

行
っ
た
結
果(

次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
も
の)

(

当
該
項
目
が
法
第
二
十
五
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五

号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

イ

評
定
及
び
当
該
評
定
を
付
し
た
理
由

ロ

業
務
運
営
上
の
課
題
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当

該
課
題
及
び
当
該
課
題
に
対
す
る
改
善
方
策

ハ

過
去
の
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
改
善
方
策
の
う
ち
そ

の
実
施
が
完
了
し
た
旨
の
記
載
が
な
い
も
の
が
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
実
施
状
況

ハ

過
去
の
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
改
善
方
策
の
う
ち
そ

の
実
施
が
完
了
し
た
旨
の
記
載
が
な
い
も
の
が
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
実
施
状
況

二

中
期
目
標
の

期
間
の
終
了
時

に
見
込
ま
れ
る

中
期
目
標
の
期

間
に
お
け
る
業

務
の
実
績
及
び

当
該
実
績
に
つ

い
て
自
ら
評
価

を
行
っ
た
結
果

を
明
ら
か
に
す

る
報
告
書

書

中
期
計
画

に
定
め
た

項
目

１

中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
に
見
込
ま
れ
る
中
期
目
標

の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績(

当
該
項
目
が
法
第
二
十

五
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
同
項
第
三
号
か

ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら

か
に
し
た
も
の)

イ

中
期
目
標
及
び
中
期
計
画
の
実
施
状
況

ロ

当
該
期
間
に
お
け
る
業
務
運
営
の
状
況

ハ

当
該
項
目
に
係
る
指
標
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
指

標
及
び
当
該
期
間
に
お
け
る
毎
年
度
の
当
該
指
標
の
数

値
ニ

当
該
期
間
に
お
け
る
毎
年
度
の
当
該
項
目
に
係
る
財

務
情
報
及
び
人
員
に
関
す
る
情
報

２

前
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
績
に
つ
い
て
法
人
が
評
価
を

行
っ
た
結
果(

次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
も
の)

(

当
該
項
目
が
法
第
二
十
五
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五

号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

イ

評
定
及
び
当
該
評
定
を
付
し
た
理
由

ロ

業
務
運
営
上
の
課
題
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当

該
課
題
及
び
当
該
課
題
に
対
す
る
改
善
方
策

ロ

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
運
営
の
状
況

ハ

当
該
項
目
に
係
る
指
標
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
指

標
及
び
当
該
事
業
年
度
の
属
す
る
中
期
目
標
の
期
間
に

お
け
る
当
該
事
業
年
度
以
前
の
毎
年
度
の
当
該
指
標
の

数
値

ニ

当
該
事
業
年
度
の
属
す
る
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け

る
当
該
事
業
年
度
以
前
の
毎
年
度
の
当
該
項
目
に
係
る

財
務
情
報
及
び
人
員
に
関
す
る
情
報

２

前
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
績
に
つ
い
て
法
人
が
評
価
を

行
っ
た
結
果(

次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
も
の)

(

当
該
項
目
が
法
第
二
十
五
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五

号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

イ

評
定
及
び
当
該
評
定
を
付
し
た
理
由

ロ

業
務
運
営
上
の
課
題
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当

該
課
題
及
び
当
該
課
題
に
対
す
る
改
善
方
策

ハ

過
去
の
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
改
善
方
策
の
う
ち
そ

の
実
施
が
完
了
し
た
旨
の
記
載
が
な
い
も
の
が
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
実
施
状
況

２

法
第
七
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
報
告
書
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
報
告
書

の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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三

中
期
目
標
の

期
間
に
お
け
る

業
務
の
実
績
及

び
当
該
実
績
に

つ
い
て
自
ら
評

価
を
行
っ
た
結

果
を
明
ら
か
に

す
る
報
告
書

中
期
計
画

に
定
め
た

項
目

１

中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績(

当
該
項
目

が
法
第
二
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る

も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
同

項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る

事
項
を
明
ら
か
に
し
た
も
の)

イ

中
期
目
標
及
び
中
期
計
画
の
実
施
状
況

ロ

当
該
期
間
に
お
け
る
業
務
運
営
の
状
況

ハ

当
該
項
目
に
係
る
指
標
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
指

標
及
び
当
該
期
間
に
お
け
る
毎
年
度
の
当
該
指
標
の
数

値
ニ

当
該
期
間
に
お
け
る
毎
年
度
の
当
該
項
目
に
係
る
財

務
情
報
及
び
人
員
に
関
す
る
情
報

２

前
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
績
に
つ
い
て
法
人
が
評
価
を

行
っ
た
結
果(

次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
も
の)

(

当
該
項
目
が
法
第
二
十
五
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五

号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

イ

評
定
及
び
当
該
評
定
を
付
し
た
理
由

ロ

業
務
運
営
上
の
課
題
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当

該
課
題
及
び
当
該
課
題
に
対
す
る
改
善
方
策

ハ

過
去
の
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
改
善
方
策
の
う
ち
そ

の
実
施
が
完
了
し
た
旨
の
記
載
が
な
い
も
の
が
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
実
施
状
況

ハ

過
去
の
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
改
善
方
策
の
う
ち
そ

の
実
施
が
完
了
し
た
旨
の
記
載
が
な
い
も
の
が
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
実
施
状
況

第
十
条
の
見
出
し
を｢

財
務
諸
表
等｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

事
業
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
人
に
関
す
る
基
礎
的
な
情
報

イ

目
的
、
業
務
内
容
、
沿
革
、
設
立
に
係
る
根
拠
法
、
設
立
団
体
の
長
、
組
織
図
そ
の
他
の
法

人
の
概
要

ロ

事
務
所
の
所
在
地

ハ

資
本
金
の
額
及
び
出
資
者
ご
と
の
出
資
額(

前
事
業
年
度
末
か
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
の
増
減
を
含

む
。)

ニ

役
員
の
氏
名
、
役
職
、
任
期
、
担
当
及
び
経
歴

ホ

常
勤
職
員
の
数(

前
事
業
年
度
末
か
ら
の
増
減
を
含
む
。)

及
び
平
均
年
齢
並
び
に
法
人
へ

の
派
遣
職
員
の
数

二

財
務
諸
表
の
要
約

三

財
務
情
報
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

財
務
諸
表
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
概
要

ロ

重
要
な
施
設
等
の
整
備
等
の
状
況

ハ

予
算
及
び
決
算
の
概
要

ニ

経
費
の
削
減
及
び
効
率
化
に
関
す
る
目
標
及
び
そ
の
達
成
状
況

四

事
業
に
関
す
る
説
明
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

財
源
の
内
訳

ロ

財
務
情
報
及
び
業
務
の
実
績
に
基
づ
く
説
明

第
十
一
条
中｢

第
三
十
四
条
第
四
項｣

を｢

第
三
十
四
条
第
三
項｣

に
改
め
る
。

第
十
七
条
を
第
十
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(

内
部
組
織)

第
十
九
条

法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
内
部
組
織
は
、
現
に
存
す
る
理

事
長
の
直
近
下
位
の
内
部
組
織
と
し
て
知
事
が
定
め
る
も
の(

次
項
に
お
い
て｢

現
内
部
組
織｣

と

い
う
。)

で
あ
っ
て
再
就
職
者(

離
職
後
二
年
を
経
過
し
た
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。)

が

離
職
前
五
年
間
に
在
職
し
て
い
た
も
の
と
す
る
。

２

直
近
七
年
間
に
存
し
、
又
は
存
し
て
い
た
理
事
長
の
直
近
下
位
の
内
部
組
織
と
し
て
知
事
が
定
め

る
も
の
で
あ
っ
て
再
就
職
者
が
離
職
前
五
年
間
に
在
職
し
て
い
た
も
の
が
行
っ
て
い
た
業
務
を
現
内

部
組
織(

当
該
内
部
組
織
が
現
内
部
組
織
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
他
の
現
内
部
組
織)

が
行
っ

て
い
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
再
就
職
者
が
離
職
前
五
年
間
に
当

該
現
内
部
組
織
に
在
職
し
て
い
た
も
の
と
み
な
す
。

(

管
理
又
は
監
督
の
地
位)

第
二
十
条

法
第
五
十
六
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
管
理
又
は
監
督
の
地
位
は
、
岐

阜
県
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則(

平
成
二
十
八
年
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号)

第
二
十
二
条

に
規
定
す
る
職
員
が
就
い
て
い
る
職
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
知
事
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
十
六
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
十
四
条
中｢
第
四
十
条
第
六
項｣

を｢

第
四
十
条
第
五
項｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
し
、

第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
二
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

会
計
監
査
報
告
の
作
成)
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第
十
二
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
規
則
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

会
計
監
査
人
は
、
そ
の
職
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
者
と
の
意
思
疎
通
を
図
り
、

情
報
の
収
集
及
び
監
査
の
環
境
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
会
計
監
査
人
が
公

正
不
偏
の
態
度
及
び
独
立
の
立
場
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
関
係
の
創
設

及
び
維
持
を
認
め
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

法
人
の
役
員(

監
事
を
除
く
。)

及
び
職
員

二

そ
の
他
会
計
監
査
人
が
適
切
に
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
意
思
疎
通
を
図
る
べ
き
者

３

会
計
監
査
人
は
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
諸
表
並
び
に
同
条
第
二
項
に
規
定
す

る
事
業
報
告
書
及
び
決
算
報
告
書
を
受
領
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
会
計
監

査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

会
計
監
査
人
の
監
査
の
方
法
及
び
そ
の
内
容

二

財
務
諸
表(

利
益
の
処
分
又
は
損
失
の
処
理
に
関
す
る
書
類
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項

に
お
い
て
同
じ
。)

が
法
人
の
財
政
状
態
、
運
営
状
況
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
等
を
全

て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
意
見
が
あ
る
と
き
は
、

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
意
見
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ

無
限
定
適
正
意
見

監
査
の
対
象
と
な
っ
た
財
務
諸
表
が
地
方
独
立
行
政
法
人
会
計
基
準
そ

の
他
の
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
会
計
の
慣
行
に
準
拠
し
て
、
法
人
の
財
政
状
態
、
運

営
状
況
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
等
を
全
て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表
示
し
て

い
る
と
認
め
ら
れ
る
旨

ロ

除
外
事
項
を
付
し
た
限
定
付
適
正
意
見

監
査
の
対
象
と
な
っ
た
財
務
諸
表
が
除
外
事
項
を

除
き
地
方
独
立
行
政
法
人
会
計
基
準
そ
の
他
の
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
会
計
の
慣
行

に
準
拠
し
て
、
法
人
の
財
政
状
態
、
運
営
状
況
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
等
を
全
て
の

重
要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表
示
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
旨
及
び
除
外
事
項

ハ

不
適
正
意
見

監
査
の
対
象
と
な
っ
た
財
務
諸
表
が
不
適
正
で
あ
る
旨
及
び
そ
の
理
由

三

前
号
の
意
見
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

四

追
記
情
報(

正
当
な
理
由
に
よ
る
会
計
方
針
の
変
更
、
重
要
な
偶
発
事
象
及
び
後
発
事
象
そ
の

他
の
事
項
の
う
ち
、
会
計
監
査
人
の
判
断
に
関
し
て
説
明
を
付
す
必
要
が
あ
る
事
項
又
は
財
務
諸

表
の
内
容
の
う
ち
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
事
項
を
い
う
。)

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
利
益
の
処
分
又
は
損
失
の
処
理
に
関
す
る
書
類
、
事
業
報
告

書(

会
計
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。)

及
び
決
算
報
告
書
に
関
し
て
必
要
な
報
告

六

会
計
監
査
報
告
を
作
成
し
た
日

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
六
号

岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則(

昭
和
四
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
五
条
の
十
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
の
指
定
の
変
更
の
申
請)

第
五
条
の
十
の
二

法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
一
項
及
び
法
第
二
十
四
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
申
請
は
、
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
・
指
定
障
害
児
入
所
施
設
指
定
変
更
申
請
書(

別

記
第
十
五
号
様
式
の
十
二
の
二)

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
五
条
の
十
一
の
見
出
し
中｢

変
更｣

を｢

変
更
等｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

第
二
十
一
条
の

五
の
十
九
第
一
項｣

を｢

第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
三
項｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

第
二
十
一

条
の
五
の
十
九
第
二
項｣

を｢

第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
四
項｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

第
二

十
四
条
の
十
三｣

を｢

第
二
十
四
条
の
十
三
第
三
項｣

に
改
め
る
。

第
五
条
の
十
三
第
一
項
中｢

第
二
十
一
条
の
五
の
十
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項｣

を｢

第
二
十
一

条
の
五
の
二
十
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項｣

に
、｢

第
二
十
四
の
十
三｣

を｢

第
二
十
四
条
の
十
三
第

三
項｣

に
、｢

第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
三
第
一
項
若
し
く
は｣

を｢

第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四
第

一
項
、｣

に
改
め
、｢

第
二
十
四
条
の
十
七｣

の
下
に｢

若
し
く
は
法
第
三
十
三
条
の
十
八
第
六
項｣

を

加
え
、
同
条
第
二
項
中｢

第
二
十
一
条
の
五
の
十
九
第
二
項｣

を｢

第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
四
項｣

に
、｢

第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
三
第
一
項
若
し
く
は｣

を｢

第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四
第
一
項
、｣

に
改
め
、｢

第
二
十
四
条
の
十
七｣

の
下
に｢

若
し
く
は
法
第
三
十
三
条
の
十
八
第
六
項｣

を
加
え
、

｢

第
二
十
一
条
の
五
の
十
五
第
二
項
第
四
号｣

を｢

第
二
十
一
条
の
五
の
十
五
第
三
項
第
六
号｣

に
改

め
る
。

( ) 平成30年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５



第
五
条
の
十
四
中｢

第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四｣

を｢

第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
五｣

に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中｢

第
三
十
三
条
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で｣

を｢

第
三
十
三
条
第
八
項
か
ら
第

十
一
項
ま
で｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

第
三
十
三
条
第
八
項｣

を｢

第
三
十
三
条
第
十
項｣

に
改

め
る
。

別
表
第
二
備
考
第
五
号
中｢第

21条
の
５
の
28｣

を｢第
21条
の
５
の
29｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
の
十
二
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成30年４月１日 ( )６



( ) 平成30年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �７



別
記
第
二
十
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成30年４月１日 ( )８



別
記
第
二
十
七
号
様
式
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 平成30年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �９



別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
八
中｢第

17条
｣

を｢第
18条
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
六
条
、
別
記
第
二
十
七
号
様
式
及
び

別
記
第
二
十
七
号
様
式
の
三
の
改
正
規
定
は
、
平
成
三
十
年
四
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
提
出
さ
れ
た
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
そ

の
他
の
書
類
は
、
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
と
み
な

す
。

岐
阜
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
七
号

岐
阜
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則(

平
成
五
年
岐
阜
県
規
則
第
九
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
記
第
五
号
様
式
じ
ん
臓
の
機
能
障
害
の
状
況
及
び
所
見
の
様
式
中

｢１
じ
ん
機
能

ア
内
因
性
ク
レ
ア
チ
ニ
ン
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
値

(
m
l/分
)
測
定
不
能

イ
血
清
ク
レ
ア
チ
ニ
ン
濃
度

(
m
g/dl)

を

ウ
血
清
尿
素
窒
素
濃
度

(
m
g/dl)

エ
24時
間
尿
量

(
m
l/日
)

オ
尿
所
見
(

)
｣

｢１
じ
ん
機
能

ア
内
因
性
ク
レ
ア
チ
ニ
ン
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
値

(
m
l/分
)
測
定
不
能

イ
血
清
ク
レ
ア
チ
ニ
ン
濃
度

(
m
g/dl)

ウ
eG
FR
(推
算
糸
球
体
濾 ろ

過
量
)

(
m
l/分
/1.73㎡

)

に
改
め
る
。

エ
血
清
尿
素
窒
素
濃
度

(
m
g/dl)

オ
24時
間
尿
量

(
m
l/日
)

カ
尿
所
見
(

)
｣

別
記
第
九
号
様
式
中｢で
き
ま
す
｣

を｢で
き
ま
す
(な
お
､
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
､
こ
の
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を

経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
｡)
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
岐
阜
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
作

成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
後
の
岐
阜
県

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
に
所
要
の
調
整
を
し
た
も
の
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

� � � � � � � � ��������� � ���
平
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